
■募集期間 ■募集人数

■応募要件

■任命期間

■業務内容

調査

■調査員の身分

■報酬額

■応募方法

■選考方法

■お問い合わせ先

平成22年国勢調査
調査員を募集します

国民健康保険税 賦課限度額が変わります

区　　分 変更前
（H21 年度まで）

変更後
（H22 年度から）

医療給付費分 47 万円 → 50 万円
後期高齢者支援金分 12 万円 → 13 万円
介護納付金分  9 万円 → 10 万円
合　　計 68 万円 → 73 万円

函館年金事務所

年金相談

午前9時 30分～午後 4時まで

（12時～ 1時をのぞく）

6/23（水）
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■対象となる年金　

■特別徴収の対象税額

■通知時期・内容

■納税方法の例
平成 21 年度まで 普通徴収（納付書または口座振替）

月 6月（第 1期） 8月（第 2期） 10 月（第 3期） 12 月（第 4期）
税　額 15,000 円 15,000 円 15,000 円 15,000 円
算出方法 1/4 1/4 1/4 1/4

平成 22 年度 普通徴収 特別徴収（年金から天引き）
月 6月（第 1期）8月（第 2期） 10 月 12 月 2月

税　額 15,000 円 15,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円
算出方法 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6

平成 23 年度から 特別徴収
月 4月 6月 8月 10 月 12 月 2月

税　額 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円

算出方法

個人住民税の支払い方法が変わります
公的年金からの特別徴収（天引き）制度がスタート

□対象者
・4月 1 日現在で 65 歳以上（昭和
20年 4月 2日以前に生まれた方）

・今年度の公的年金所得に係る個
人住民税が課税されている

・老齢基礎年金などの年金が年額
18 万円以上

・町の介護保険料が公的年金から
天引きされている

10月から　65歳以上の方
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